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新“介護予防・日常生活支援総合事業”

における移動の確保を考える

　介護保険制度改正（2015 年）と絡めて「新しい

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」が、

2017 年 4 月までに全国の市町村で実施することが決

定されています。一方、2015 年 6 月に大阪府が府内

自治体向けに行ったアンケートでは、2015 年実施＝

箕面市、2016 年度実施予定＝茨木市・大東市・羽曳

野市のみとなっており、大半の自治体は期限一杯の

2017 年度実施予定と回答しています。

　関西 STS 連絡会として、この介護保険制度の「新

しい総合事業」に注目しているのは、本制度改正に

先立って市町村の適切、かつ有効な実施を図るため

に示されたガイドラインに「訪問型サービス D」と

して、移送前後の生活支援での「移動支援」が位置

付けられたためです。本制度を積極的に活用するこ

とにより、移動制約者の課題解決はもとより、“移動

手段の確保”のために各地域で“移動送迎サービス”

を実施している団体の、さらなる活動の活性化につ

ながるからです。

　このように地域の「移動支援」としての役割が大

いに期待される「訪問型サービス D」ですが、これ

から始まる第 1 層の生活支援コーディネーターを中

心とする協議体によっては、その必要性が十分に認

識・議論されることがないままに、本制度における

「移動支援」が実現しないという事態も危惧されてい

るのです。

　そこで関西 STS 連絡会では、大阪府内の自治体が

2017 年 4 月スタートに向け、新しい総合事業の中身

についての検討が本格化するこの時期に、先進的に

取組む自治体の事例報告や、“移動送迎サービス”と

「移動支援」を一体的に活用した形態の提案、そして

道路運送法上との整理など、皆さま方のアイデアの

一助になるようなセミナー・プログラムを企画した

ところです。

　それぞれの地域において“移動送迎支援サービス”

に取組む個人・団体、交通関係者、自治体関係者、

そして、これから第 1・2・3層の生活支援コーディネー

ターとして活躍を予定されている皆さま方の、積極

的なご参加を心よりお待ちしております。

新“介護予防・日常生活支援総合事業”

における移動の確保を考える

■ 日　時 ： ２０１６年　月　日(日)１３：３０～１６：００

■ 会　場 ： 大阪市総合生涯学習センター第一研修室
（大阪駅前第 2 ビル 5 階／裏面に地図あり）

■ 資料代： ５００円

■ 主　催 ： 関西ＳＴＳ連絡会 
（問合せ：関西ＳＴＳ連絡会　TEL/FAX ： 06-4396-9189  E-mail：k-sts@e-sora.net）
■ 共　催 ： ＮＰＯ法人 全国移動サービスネットワーク

　　　　　 ＮＰＯ法人 移動送迎支援活動情報センター

３　６

※ このセミナーは大阪府地域福祉振興助成金の助成をうけています。



　　　　　・国土交通省 近畿運輸局 自動車交通部 旅客第二課

　　　　　・大阪府福祉部高齢介護室介護支援課 地域支援グループ

　

　　●「総合事業フル活用で地域の移動送迎支援活動の充実を目指す！」：

　　　　　・報告：遠藤 準司さん

　　　　　　　　　　　　（関西 STS 連絡会／ NPO 法人アクティブネットワーク・代表）

　

　　　●「岡山県における取組みの現状を通して、今後の課題を探る」：

　　　　　・報告：横山 和廣さん（NPO 法人 移動ネットおかやま）

　

　　　　　・まとめ：三星昭宏さん（近畿大学・名誉教授）

　　　　　・行動提起：柿久保浩次さん

　　　　　　　　　　　　　　（関西ＳＴＳ連絡会・事務局）

（申し込み用紙）
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【大阪市総合生涯学習センター】

【地下鉄】御堂筋線・梅田 /四つ橋線・西梅田 /谷町線・東梅田

【JR】大阪駅 /東西線・北新地駅

【私鉄】阪神電車・梅田 /阪急電車・梅田
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